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新型コロナウイルス感染症感染拡大防止について（お願い） 

 

 保護者の皆様には、町立小中学校の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止につきまして、

ご理解・ご協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、鳥取県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項による「感染対策推

進月間」として、鳥取県全域を対象に５月２６日から６月３０日までの期間を定め、引き続き

感染対策の徹底を要請しています。 

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部によりますと、依然として新規陽者数が高いレベ

ルで推移しているための措置であるとのことです。併せて、最近の感染事例として、「学校・

保育所等での児童間感染から家庭内での感染伝播⇒家庭内での兄弟姉妹間の感染により他学年

や他学校・保育所等へさらに感染拡大」「高齢者福祉施設や医療機関で集団感染」が多くなっ

ているとのデータも示されています。 

鳥取県の要請内容は以下のとおりですので、ご理解、ご協力いただきますようお願いいた

します。 

① 飛沫を意識してメリハリのあるマスク着用をお願いします 

② こまめに手洗い、消毒、換気などの基本的な感染防止対策の徹底をお願いします 

③ 検温など体調把握に努め、ご自身の体調の悪い場合だけでなく、ご家族に体調不良者がい

る場合は、登校・出勤等は控えていただくようお願いします 

④ 安心して活動していただくために、積極的な無料検査の受検をお願いします 

⑤ 県外往来された際は、帰県後１週間は、大人数での会合への出席自粛や混雑した場所、換

気の悪い場所など感染リスクの高い場所を避けるようお願いします 

 

 併せまして、下の点につきまして引き続き保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いいたし 

ます。 

〇お子さんがワクチン接種を受ける場合、接種後に発熱等の風邪症状等がみられる場合には、

学校に連絡いただければ欠席とはなりませんので、学校に連絡をしてください。 

〇引き続き、児童生徒及びご家族が新型コロナウイルスに感染された場合、あるいは、接触 

者、濃厚接触者等と保健所から特定されてＰＣＲ検査を受けられる場合は、必ず学校に連 

絡していただきますようお願いいたします。現時点では、ＰＣＲ検査の結果、陰性が確認 

されるまでは、登校を控えていただいています。兄弟姉妹の方についても町立学校、こど 

も園等への登校、登園は控えてください。その場合、欠席とはなりません。 

その他ご家族の皆様の対応につきましては、勤務先、学校等にご確認ください。 

 

【 裏面もご確認ください 】 



鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第１９４回）資料より 

 

 


